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１．第５次定員適正化計画策定の目的 

 

 当町における職員定員適正化計画については、平成１８年度当初の４００人を令

和８年度までに３２０人（計画始期において８０人（平成１８年４月１日時点の職

員数の２０．００％）の減員を図る。）とすることを長期目標とし、段階的な定員適

正化計画を策定・実施してきました。これまでに、第１次（平成１８年度から２２

年度）、第２次（平成２３年度から平成２７年度）、第３次（平成２８年度から令和

２年度）、第４次（令和３年度から令和７年度）の各計画期間を通じて、計画的な定

員管理を推進してきました。 

 これらの取り組みにより、令和７年度当初の職員数は３１２人となり、計画に掲

げた２０．００％を超える減員となりましたが、安定的な行政運営に必要な人員体

制の維持に努めてきたところです。 

 一方で、行政サービスの多様化に伴う業務量の増加や効率的かつ質の高いサービ

ス提供が求められており、職員一人ひとりが担う業務の範囲や内容が拡大していま

す。こうした状況の中、職務環境の整備や業務の見直しを通じて、職員が持続的に

力を発揮できる体制づくりが求められているとともに、職員の定年年齢が段階的に

６５歳に引き上げられることを踏まえた定員管理を行う必要があります。 

 こうした背景を踏まえ、行政サービスの質を維持・向上させることを前提に、業

務の効率化と組織体制の強化を図り、引き続き適正な定員管理を行うため、第五次

定員適正化計画（令和８年度から令和１２年度まで）の策定を行うものです。 

 

２．定員適正化計画の取組と結果 

 

 ⑴ 第１次定員適正化計画と実績 

   計画始期から平成２２年度までの５年間を計画期間として実施した第１次定

員適正化計画では３５人（８．７５％）減員し、職員数を３６５人とする目標

をたて、スクラップアンドビルドの徹底、職員の配置転換・職種変更の実施、

事務事業の見直し、組織の簡素・合理化、人材育成による公務効率の向上、民

間活力の導入・委託の拡大を総合的に推進した結果、平成２３年度当初の職員

数は３６２人となり、目標を３人上回る定員の減員を達成しました。 

 

 ⑵ 第２次定員適正化計画と実績 

   平成２３年度から平成２７年度までの5年間を計画期間として実施した第２

次定員適正化計画では、長期目標に定めた合併時の職員数を基本として、第１

次計画に引き続き２１人（５．８％）減員し、職員数を３４１人とする目標を

たて、組織・機構再編の実施、事務事業の見直し、職員の多様な任用形態の運



 

 

用、人材育成による事務効率の向上、職員採用の抑制を総合的に推進した結果、

平成２８年度当初の職員数は３３７人となり、目標を４人上回る定員の減員を

達成しました。 

 

 ⑶ 第３次定員適正化計画と実績 

   平成２８年度から令和２年度までの5年間を計画期間として実施した第３次

定員適正化計画では、長期目標に定めた合併時の職員数を基本として、第２次

計画から引き続き１人（０．３％）減員し、職員数を３３６人とする目標をた

て、事務事業の見直し、職員の多様な任用形態の活用、人材育成による事務効

率の向上、民間活力の導入及び業務委託を推進した結果、令和３年度当初の職

員数は３２１人となり、目標を１５人上回る定員の減員を達成しました。 

 

 ⑷ 第４次定員適正化計画と実績 

   令和３年度から令和７年度までの5年間を計画期間として実施した第４次定

員適正化計画では、厳しい財政状況の中にあっても、単に職員数を削減するの

ではなく、安定的かつ持続可能な行政運営を確保するとともに、効率的な組織

体制の構築及び事務執行体制の確立を目指し、必要な職員の確保に努めました。

しかしながら、令和８年度当初の職員数は３１４人となり、目標を下回る結果

となりました。 

 

 年度別職員数の状況                 上段：計画、下段：実績 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 増減累計 

3.4.1 4.4.1 5.4.1 6.4.1 7.4.1 8.4.1 

職員数 311 321 321 321 321 320 9 

309 308 311 309 312 314 5 

前年比増減

数 
増減数 

10 - - - △1 9 

△1 3 △2 3 2 5 

増減 

理由 

計画 退職△4 退職△3 退職△3 退職△3 退職△2 退職△15 

採用 14 採用  3 採用  3 採用  3 採用  1 採用 24 

実績 退職△11 退職△14 退職△14 退職△18 退職△9 退職△66 

採用  10 採用  17 採用 12 採用 21 採用 11 採用 71 

計画達成率 ― 103.9 102.9 103.6 102.6 101.9 ― 

 ※職員数には、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員は除きます。また、定員管理調査上除外する

派遣職員数も含みます。 

 ※各年度の減員数は、対前年度比の職員減員数です。 

 

 



 

 

 部門別職員の状況                  上段：計画、下段：実績 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 増減累計 

3.4.1 4.4.1 5.4.1 6.4.1 7.4.1 8.4.1 

一般行政部門 179 189 189 189 189 188 9 

180 180 181 185 187 188 8 

特別行政部門 103 102 102 102 102 102 △1 

101 99 99 96 97 96 △5 

公営企業等 29 30 30 30 30 30 1 

28 29 31 28 28 30 2 

合計 311 321 321 321 321 320 9 

309 308 311 309 312 314 5 

 ※職員数には、定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員は除きます。また、定員管理調査上除外する

派遣職員数も含みます。 

 ※各年度の減員数は、対前年度比の職員減員数です。 

 

３ 計画の基本的な考え方 

 

 本計画は、厳しい財政状況の中にあっても、単に職員数の削減を目的とするので

はなく、将来にわたり必要な行政サービを安定的かつ持続的に提供できる体制を確

保することを基本とします。 

 近年、行政需要の多様化・高度化による業務の複雑化に加え、人員確保が困難と

なっている状況を踏まえ、限られた人的資源を最大限に活用し、効率的な組織体制

の構築及び事務執行体制の確立を図ります。 

 このため、業務の見直し・標準化・簡素化を進めるとともに、デジタル化・ＤＸ

の推進により業務量の適正化を図ります。あわせて、外部委託や共同処理等を含め

た執行手法の最適化を検討し、行政運営の効率化とサービス水準の維持・向上を両

立させます。 

 

４ 具体的な取組方針 

 

 職員数の適正化を図るため、次の手法により取り組みを推進します。なお、新た

な行政需要や社会情勢の変化等により目標値の修正が必要になった場合には、適宜

計画を見直すこととします。 

 

 ⑴ 新たな行政需要への対応 

 防災、人口減少・高齢化、子育て支援、観光振興などの新たな分野に対応で

きる組織体制の構築が必要であることから、人員不足が生じている部門は増員



 

 

を図るなど、行政需要に応じた職員配置により、住民サービスの質の維持・向

上に努めていきます。 

 

⑵ 事務事業の見直し・業務の効率化 

既存事業に対しては、職員の負担軽減や住民サービスの迅速化につながる

よう、単に前例踏襲で取り組むことなく、事業の進め方や事業そのもののあ

り方を含めて不断の見直しを行い、新たなデジタル技術を積極的に活用する

など業務の効率化に取り組みます。 

  

 ⑶ 計画的な人員の確保 

組織体制を維持するため、職員の退職が大幅に増加する期間（令和１４年

度から令和２３年度）を見据え、年齢構成の平準化に取り組みます。採用に

当たっては、退職者を単純に補充するのではなく、計画的に職員を採用する

ことにより人員の確保に取り組みます。 

 

 ⑷ 人材育成による事務効率の向上 

   多様化、複雑化する業務、専門性を必要とする業務が増加傾向にあること

から、的確・迅速な住民ニーズに対応するため、各種研修、交流、派遣等を

積極的に実施し、職員の資質を高め、公務能率の向上に努めます。 

 

 ⑸ 民間事業者への委託が可能な業務委託の推進 

   行政サービスの質の維持・向上を考慮したうえで、民間事業者への委託が

可能な業務については、業務委託、指定管理者制度、民営化など、最適な手

法を見極め、積極的に外部委託化の推進を図ります。 

 

 ⑹ ６０歳以降の職員の知識・経験等を活かした配置の検討 

   ６０歳以降の職員については、これまで培ってきた豊富な知識や経験を十

分に活用できるよう、本人の希望や適性を踏まえた配置の工夫を行い、組織

全体の業務効率化や若手職員の指導育成にも寄与する体制づくりを進めます。

これにより、多様な世代が協働する職場環境の実現と、持続可能な人材活用

を目指していきます。 

 

 

 

 

 



 

 

５ 職員数の目標数値 

 

 ⑴ 目標数値の基本的な考え 

   近年、定年の段階的引き上げに伴い、定年退職者が生じない年度がある一方

で、若年層から中堅層における自己都合退職が増加しています。さらに、採用

試験の受験者数は減少傾向にあり、計画どおりの採用による人員確保が困難と

なる可能性が高まっています。 

このため、第４次職員定員適正化計画において目標としていた３２０人を基

本に、将来にわたり必要な行政サービスを安定的かつ持続的に提供するための

執行体制の確保を基本的な視点として計画を策定します。 

    

 ⑵ 計画の目標数値 

   本計画では、第４次計画で目標に定めた職員数３２０人を今後５年間におい

て維持していくこととします。 

 

   年次目標数値は、次のとおりとします。 

年度別定員計画                          単位（人） 

 Ｈ18 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ Ｒ１３ 増減 

累計 18.4.1 8.4.1 9.4.1 10.4.1 11.4.1 12.4.1 13.4.1 

当初職員数 400 314 320 320 320 320 320 △80 

当該年度退職者数   ― △3 △2 △1 △3 △2 ― △11 

翌年度採用者数 ― 9 2 1 3 2 ― 17 

合併からの減員累計 ― △86 △80  △80 △80 △80 ― ― 

 ※職員数には、暫定再任用フルタイム勤務職員を含みますが、会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職

員は含みません。 

 ※各年度の減員数は、対前年度比の職員減員数です。 

  

 

６ 部門別定員の目標数値 

 

 ⑴ 目標数値の基本的な考え 

   第４次定員適正化計画では、部門別の職員数については、全体として定員に

達することができない状況が続いていることから、第５次定員適正化計画にお

いては、安定的な行政運営及び事務執行体制の確保を最優先とし、必要な職員

数の確保と部門別の職員数により着目し、各部門における事務事業に的確に対

応できる人員体制となるよう、定員の適正化を図ります。 

 



 

 

 ⑵ 計画の目標数値 

   計画終期（令和１３年度）における職員数を３２０人とすることを目標とし

ます。 

 

   年次目標数値は、次のとおりとします。 

部門別定員管理計画                       単位（人） 

 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ Ｒ１３ 増減累計 

8.4.1 9.4.1 10.4.1 11.4.1 12.4.1 13.4.1 

一般行政部門 188 192 192 192 192 192 4 

特別行政部門 96 98 98 98 98 98 2 

公営企業等部門 30 30 30 30 30 30 0 

合計 314 320 320 320 320 320 
6 

― 6 0 0 0 0 

※職員数には、暫定再任用フルタイム勤務職員を含みますが、会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務

職員は含みません。 

 ※各年度の減員数は、対前年度比の職員減員数です。 

  

 

７ 職員数の目標数値の見直し 

 

 目標数値の見直し 

  第５次定員適正化計画策定後において、国の制度改革や社会経済情勢の変化、

本町を取り巻く行政需要及び施策の動向等を踏まえながら、必要に応じて人員配

置や採用手法等の見直しを行い、持続可能な執行体制の確保を図ります。 


